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水
道
未
加
入
で
井
戸
を
お
使
い
の
皆
さ
ん
へ

　

今
現
在
、
井
戸
を
お
使
い
の
世
帯
が
水
道
に
加
入
を
希

望
す
る
場
合
で
、
宅
前
の
道
路
に
水
道
本
管
（
配
水
管
）

が
埋
設
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
本
管
を
設
置
す
る
基
準

を
定
め
ま
し
た
。
該
当
す
る
方
は
、
上
下
水
道
課
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

≪計算例≫
４戸が加入、加入分担金 86 万４,000 円（＠ 21
万 6,000 円×４戸）の場合
◎工事費259万2,000円までは工事負担金なし。
◎工事費 300 万円の場合は、40 万 8,000 円の
うち半分の 20 万 4,000 円が工事負担金となり
ます。１戸当たり５万 1,000 円（20 万 4,000
円÷４戸）

【
条
件
・
基
準
】

　

次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い

る
こ
と
。

①
同
一
路
線
上
に
近
接
し
て
居
住
し

　

て
い
る
３
戸
以
上
の
水
道
加
入
希

　

望
世
帯
で
あ
る
こ
と

※
共
同
井
戸
は
全
戸
が
水
道
加
入
。

②
本
管
を
埋
設
す
る
距
離
が
20
㍍
以

　

上
で
あ
る
こ
と

※
①
②
に
満
た
な
い
場
合
は
、
個
人

負
担
の
給
水
管
工
事
と
な
り
ま
す
。

③
本
管
を
埋
設
す
る
道
路
は
公
道
で

　

あ
る
こ
と

　

私
道
で
も
、
公
道
同
様
の
使
わ
れ

　

方
を
し
て
お
り
、
私
道
所
有
者
が

　

水
道
管
の
埋
設
お
よ
び
道
路
使
用

　

を
承
諾
し
て
い
れ
ば
、
公
道
と
同

　

様
に
扱
い
ま
す
。

宝
く
じ
は
身
近
な
と
こ
ろ
で
役
に
立
っ
て
い
ま
す

　

一
般
財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン

タ
ー
が
行
う
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成

事
業
（
宝
く
じ
助
成
）
の
採
択
を
受

け
、貸
し
出
し
用
の
備
品
を
整
備
し
、

備
品
の
貸
し
出
し
を
行
う
こ
と
に
よ

り
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
支

援
と
、
活
動
の
充
実
・
強
化
を
図
り

ま
す
。

　

こ
の
助
成
は
、
宝
く
じ
の
社
会
貢

献
広
報
事
業
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

活
動
に
必
要
な
施
設
や
備
品
を
整
備

す
る
も
の
で
す
。

「発電機」

「ドラム式延長ケーブル」「ワイヤレスアンプ」

※写真は貸し出し備品の
一部です。

④
給
水
管
工
事
（
本
管
か
ら
の
宅
内

　

へ
の
引
込
み
）
費
用
は
、
個
人
負　

　

担
で
す
。

【
配
水
管
工
事
費
】

①
納
入
い
た
だ
く
水
道
加
入
分
担
金

　

の
３
倍
ま
で
は
、
工
事
負
担
金
は

　

あ
り
ま
せ
ん
。

②
３
倍
を
超
え
た
部
分
の
半
分
は
加

　

入
す
る
方
の
負
担
に
な
り
ま
す
。
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谷
和
原
庁
舎
市
民
サ
ポ
ー
ト
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